
構成機関による主な取組内容について

資料５



「野洲川および甲賀・湖南圏域の取組方針」に基づく令和４年度の取組内容
〇：完了　　―：未実施　　　検討中：計画、実施予定　　実施中：実施中

取組

番号
主な取組項目 目標時期 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 近江八幡市 近畿地整 気象台 滋賀県

①逃げ遅れをなくすための避難行動、長期的な避難のための取組

■避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成・活用等

1 広域的な連携に資するタイムラインへの見直し
H28年度から

順次実施
実施中 検討中 〇 ― 検討中 実施中 実施中

2
避難のための時間を十分に確保した避難指示を発令するためのタイムラインの検証と改善
（活用訓練等の実施）

H28年度から
順次実施

実施中 実施中 〇 実施中 実施中 実施中 ―

3 上記タイムラインの作成支援 引き続き実施 ― 実施中 実施中

4 出水期前に協議会においてホットラインの連絡体制を確認 引き続き実施 実施中 実施中 〇 〇 〇 〇 〇 実施中 〇 〇

■ハザードマップの作成・周知等

5

県管理河川における想定最大規模の外力を対象とした洪水浸水想定区域の公表・周知
　○日野川
　○琵琶湖
　○草津川

引き続き実施 〇

6 「地先の安全度マップ」の更新・公表・周知 引き続き実施 〇

7
県管理区間（野洲川上流、杣川、日野川、草津川、琵琶湖）における想定最大規模の外力を
対象とした氾濫シミュレーションの公表・周知

引き続き実施 〇

8
想定最大規模の洪水浸水想定区域を考慮したハザードマップの更新（避難経路の追加等）
および周知

H29年度から
順次実施

実施中 実施中 検討中 検討中 実施中 実施中 実施中

9
長期間に及ぶ浸水継続地域、野洲川上流や日野川等の氾濫も想定した広域的な避難計画
の作成

H28年度から
順次実施

― 検討中 ― 検討中 ― ― ― ― ―

10 緊急輸送道路も活用した避難経路の検討
H28年度から

順次実施
実施中 実施中 検討中 ― ― 実施中 実施中 ― ― ―

11 逃げ遅れをなくすため、高齢者及び避難行動要支援者の避難計画の作成
H30年度から

順次実施
実施中 検討中 実施中 実施中 検討中 検討中 実施中

12 要配慮者利用施設の避難計画作成や避難訓練等の実施状況の確認 引き続き実施 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 ― 〇

13 避難誘導マニュアルの作成
H28年度から

順次実施
実施中 実施中 実施中 実施中 ― 実施中 実施中

■防災に関する啓発活動、水害（防災）教育の充実

14 防災に関する補助教材を活用した小中学校と連携した防災に関する出前講座の取組み
H30年度から

順次実施
実施中 ― 実施中 実施中 ― 実施中 実施中 実施中 実施中 〇

15
水災害に対する防災教育に関する指導計画の作成支援および協議会の関連市における全
ての学校への共有

H30年度から
順次実施

実施中 実施中 実施中 実施中 検討中 実施中 ― ―

16 小学生等を中心とした避難経路の安全利用点検
H29年度から

順次実施
実施中 実施中 実施中 ― ― 実施中 実施中

17 「わが家の避難カード」の作成
H29年度から

順次実施
実施中 実施中 実施中 実施中 ― 実施中

18 上記「わが家の避難カード」「避難経路の安全利用点検」の活動支援
H29年度から

順次実施
―

19 避難行動に資する「まるごとまちごとハザードマップ」の整備、計画作成等
H28年度から

順次実施
実施中 実施中 ― 実施中 ― 実施中

20 地域住民と連携したサイクリングによる避難経路・河川周辺の現地調査
H28年度から

順次実施
― ― ― ― ― ― ― ―

21
市町村等の取組を支援する専門家のリストを作成および支援結果について協議会等の場で
共有

R1年度から
実施

―

赤字：昨年度から変更のあった取組

1



「野洲川および甲賀・湖南圏域の取組方針」に基づく令和４年度の取組内容

〇：完了　　―：未実施　　　検討中：計画、実施予定　　実施中：実施中

取組

番号
主な取組項目 目標時期 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 近江八幡市 近畿地整 気象台 滋賀県

■避難行動のための情報発信等

22 避難情報を各世帯へ確実に届けるため防災行政無線等の普及（無線のデジタル化等）
H28年度から

順次実施
実施中 実施中 実施中 実施中 〇 実施中 実施中

23
避難情報を対象者へ確実に届けるためにケーブルテレビや防災メールへの登録、配信サー
ビスやＳＮＳの活用等

H28年度から
順次実施

実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中

24
防災対策や住民の避難行動の判断をより分かりやすくするため水位計やCCTVカメラの情報
を提供（配信）

H28年度から
順次実施

― 実施中

25 河川の防災情報を集約するためのポータルサイトの更新 引き続き実施 ― ―

26 住民の避難行動を促すためプッシュ型の洪水予報等の情報発信のための整備 引き続き実施 ―

27 洪水予報文の改良と運用 引き続き実施 ― ― ―

28
水害リスクラインに基づく水位予測及び洪水予報を実施および洪水の最高水位やその到達
時間の情報提供など、洪水予報の高度化を推進

R1年度から
実施

―

②確実な避難時間の確保、浸水被害軽減のための水防活動の取組

■水防体制の強化

29 水防団員や消防団員の募集の強化
H28年度から

順次実施
実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中

30 自主防災組織の活用、強化（組織の育成や立上げサポート等）
H28年度から

順次実施
実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中 実施中

31 水防技術に関する勉強会の実施
H28年度から

順次実施
実施中 実施中 ― 実施中 〇 実施中 ―

32
ロールプレイング方式による情報伝達訓練の実施による連絡体制の強化・確認（タイムライン
の活用）

H28年度から
順次実施

実施中 実施中 ― 実施中 〇 実施中 ― 実施中 ― ―

33 市を越えた水防訓練の検討（広域避難計画の作成後に訓練を実施予定）
H28年度から

順次実施
― 検討中 ― ― ― ― ― ― ― ―

34 防災組織の連絡が迅速かつ円滑に行えるＭＣＡ無線の整備
H28年度から

順次実施
〇 〇 〇 〇

■水防活動支援のための情報公開、情報共有

35 重要水防箇所の情報共有と関係市による共同点検（国管理区間） 引き続き実施 実施中 実施中 〇 実施中 実施中

36
重要水防箇所について5ヶ年点検計画を作成し、河川管理者と関係市による共同点検（県管
理区間）

引き続き実施 実施中 実施中 ― 実施中 ― 実施中 実施中

37 水防資機材について、河川管理者、水防活動に関わる関係者が共同して点検を実施 引き続き実施 実施中 実施中 実施中 実施中 〇 実施中 ― ―

赤字：昨年度から変更のあった取組
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「野洲川および甲賀・湖南圏域の取組方針」に基づく令和４年度の取組内容

〇：完了　　―：未実施　　　検討中：計画、実施予定　　実施中：実施中

取組

番号
主な取組項目 目標時期 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 近江八幡市 近畿地整 気象台 滋賀県

■適切な土地利用の促進

38 浸水被害軽減地区を指定する際に参考となる土地に係る情報提供 引き続き実施 ―

39
水防管理者による浸水被害軽減地区の指定及び複数市に影響がある地区の課題共有と、
連携した指定

引き続き実施 ―

40 浸水想定区域内の市への水害リスク情報の提供 引き続き実施 実施中 ―

41 不動産関連事業者に対し、水害リスク情報の提供 引き続き実施 ―

■市庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進

42 浸水想定区域内の市庁舎や災害拠点病院等に関する情報提供 引き続き実施 ― ―

43 浸水想定区域内の施設管理者への情報伝達体制・方法検討
H30年度から

順次実施
実施中 検討中 実施中 検討中 検討中 ―

44 市庁舎や災害拠点病院等の機能確保に関する情報と対策の実施状況の共有
H30年度から

順次実施
検討中 ― 実施中 ― 実施中 実施中 ―

■樋門や水門等の無動力化等の推進・確実な施設の運用体制確保

45 河川管理者が設置している樋門について、無動力化や新たな操作委託先について検討
H30年度から

順次実施
―

■河川水位等に係る情報の提供

46 中小河川における簡易な方法も活用した河川水位等の情報提供
H30年度から

順次実施
―

47 危険性の高い中小河川における避難判断の目安の検討
H30年度から

順次実施
実施中 ―

③生活再建、社会経済活動を一刻も早く回復させるための復旧活動の取組

■排水活動及び施設運用に関する取組

48 河川情報等の迅速な状況把握と関係機関への情報提供と共有 引き続き実施 ― ―

49
野洲川（国管理区間）において緊急時に迅速かつ的確な対応を行うため大規模災害を想定
した排水ポンプ車の最適配置計画の作成

引き続き実施 ―

50 基地被災時を想定した衛星通信車や対策本部車を利用した訓練の実施 引き続き実施 ― 実施中 ― ― ― ― ― ― ―

51 浸水する緊急輸送道路の代替ルートの検討
H28年度から

順次実施
― ―

52 浸水が4週間以上に及ぶ湖岸地域の早期復旧に資する資機材の広域的な輸送計画の作成
H28年度から

順次実施
― 検討中 検討中 ― ― ― ― ― ―

53 広域的に資材を運用するための調整の実施
H28年度から

順次実施
― 検討中 検討中 ― ― ― ― ― ―

赤字：昨年度から変更のあった取組

3



「野洲川および甲賀・湖南圏域の取組方針」に基づく令和４年度の取組内容

〇：完了　　―：未実施　　　検討中：計画、実施予定　　実施中：実施中

取組

番号
主な取組項目 目標時期 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 近江八幡市 近畿地整 気象台 滋賀県

ハード対策

■洪水を河川内で安全に流す対策

54 野洲市南桜地区等の堤防強化 引き続き実施 ―

55 「滋賀県河川整備5ヶ年計画（平成31年3月）」に基づく県管理河川の改修および堤防強化 引き続き実施 実施中

■危機管理型ハード対策

56 堤防裏法尻の補強 引き続き実施 ―

■河川区域等の管理

57 河道内樹木の伐採や河道内堆積土砂の除去等 引き続き実施 実施中 実施中

58
「南部土木事務所管内維持管理計画」、「甲賀土木事務所管内維持管理計画」に基づく維持
管理を実施

引き続き実施 実施中

■避難行動、水防活動、復旧活動に資する基盤等の整備

59
早期に氾濫が発生する地域等における洪水時の避難指示等の発令判断に活用するため簡
易水位計・量水標を設置し情報共有

引き続き実施 ― 実施中

60
水防団等の水防活動を支援するためCCTVカメラを設置し情報共有（配置計画の検討･見直
し）

引き続き実施 ― ―

61 危機管理型水位計配置計画に基づいて順次整備 引き続き実施 ― 実施中

62 水防活動や応急復旧活動に資する水防拠点整備 引き続き実施 ―

赤字：昨年度から変更のあった取組
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流域タイムライン作成・共有 琵琶湖河川事務所

＜取組番号3＞

■ 平成29年までに水害対応タイムライン（避難勧告等着目型タイムライン）沿川市と共有してきました
が、避難情報に着目したタイムラインを流域タイムラインへの見直しに伴い、新たに流域タイムライ
ンを作成しました。

■流域単位の市区町村を対象として河川事務所等の防災行動を確認するためのタイムラインを市町村等の
関係機関と連携して運用するものです。

■避難指示の発令までにとるべき行動を、あらかじめ市町村と河川事務所が協力して整理・共有すること
を通じて、避難指示の発令のタイミングや手順の理解を促進します。

5



マイ・タイムライン作成体験、マイ・タイムライン普及資料 琵琶湖河川事務所

＜取組番号14＞

■地域の方々との交流イベントの中で、しがマイ・タイムライン(滋賀県版マイ・タイムライン)の作成体験コー
ナーを滋賀県と連携して実施しました。

■今後とも、地域住民や子供向けのマイ・タイムラインの普及・啓発活動を実施します。

R4.11 水辺の匠 しがマイ・タイムライン作成体験コーナー

R3 琵琶湖河川事務所作成
「洪水にそなえよう！マイ・タイムラインってなに？」

R４のまま

6



防災に関する啓発活動 琵琶湖河川事務所

＜取組番号14＞

〇令和4年10月12日に守山市立立入が丘小学校にて、出前講座を行いました。
〇出前講座では、野洲川歴史や災害時の川の危険性及び防災について学んでいただきました。

7



「川の防災情報」の河川カメラ平常時画像 琵琶湖河川事務所

＜取組番号24＞

■危機管理や住民の避難行動にかかるリアルタイムの水位情報の重要性を踏まえ、河川管理者や住民がス
マートフォン、タブレット、PC等を用いて、簡単に閲覧できるシステムの開発・運用を開始しました。
•河川水位計、危機管理型水位計、河川カメラの設置を行いました。

危機管理型水位計

簡易カメラ

水位計（服部）

水位計（野洲）

水位計（中郡橋）

危機管理型水位計

各観測所におけるリアルタイムの
川の水位と水位変化を見ることが
でき、氾濫の危険度がわかります。

河川監視用のCCTVカメラの画像から、
各地点のリアルタイムの川の様子を見
ることができます。

氾濫した場合、どのくらいの深さまでまちが浸水
する危険性があるかなどを、浸水想定区域図で見
ることができます。また、各市町のハザードマッ
プのページへ移動し、見ることもできます。

簡易カメラ
（野洲川6.8k左岸）

危機管理型水位計
（野洲川13.2k右岸）

河川監視用のCCTVカメラの画像から、
各地点のリアルタイムの川の様子を見
ることができます。

8



重要水防箇所の情報共有と関係市による共同点検（国管理区間） 野洲市、守山市、栗東市、
琵琶湖河川事務所

＜取組番号35＞

9



多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの作成

■年超過確率1/100と想定最大規模の浸水想定図から、外水氾濫のみを示した水害リスクマップを作成し
ました。左から、浸水が想定される範囲を表示した図、浸水深が50cm以上の図、浸水深が3m以上の図
となっています。

琵琶湖河川事務所

＜取組番号40＞

－ 11 －今後、国が管理する河川区間の浸水想定区域を対象とした内外水一体の
水害リスクマップの整備を進めていきます。

多
段
階
の
浸
水
想
定
図
（外
水
氾
濫
）

想定最大規模

実感が得られる形で見える化

浸水深50cm以上の浸水が想定される範囲を表示 浸水深3m以上の浸水が想定される範囲を表示
浸水が想定される範囲を表示

10



河道内樹木の伐採や河道内堆積土砂の除去等

■近年の災害の頻発・激甚化を受け、「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」が全国的に進められて
います。対策の１つとして河川の樹木伐採が実施されており、野洲川でも管理区間内の樹木伐採を実施しています。

琵
琶
湖

■伐採木の処分費の削減と資源の有効利用の観点から、希望される方に伐採木や伐採竹を無償で配布しました。

また、無償配布について、イベントや自治体広報誌で地域の皆様にお知らせし、より多くの方に活用いただけるように
しています。

守山市

野洲市

栗東市

湖南市

琵琶湖河川事務所

＜取組番号57＞

令和2年度伐採箇所

令和3年度伐採箇所

令和5年度以降伐採箇所

令和4年度伐採箇所

令和元年度伐採箇所

令和4年度伐採箇所

令和2年度伐採箇所

■河道内樹⽊伐採・除根作業

〈令和4年度野洲川河道内樹 伐採 事〉

■運搬・搬出 ■伐⽊材無償配布
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令和5年度ホットライン説明資料

野洲川および甲賀・湖南圏域版

＜取組番号4,26＞

12



洪水予報河川・水位周知河川について

洪水予報河川：野洲川下流（野洲観測所【国】）、野洲川上流（横田橋・水口橋観測所【県】）

杣川（北杣橋観測所【県】）日野川（桐原橋・安吉橋観測所【県】）

水位周知河川：草津川（西矢倉観測所【県】）

・・・氾濫するおそれのある水位

・・・避難準備や高齢者等
の避難を開始する水位

・・・氾濫の発生を注意する水位

・・・水防団が待機する
目安となる水位

洪水予報（野洲川）

氾濫発生

河川・水位の状態

氾濫発生情報

氾濫危険情報

氾濫警戒情報

氾濫注意情報

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
運
用

警戒レベル5相当情報

警戒レベル4相当情報

警戒レベル3相当情報

警戒レベル2相当情報

13



水位観測局位置図（野洲川および甲賀・湖南圏域）

避難の基準水位は複数の観測所で設定されています。

安吉橋【県】

桐原橋【県】

増田橋【県】

水口橋【県】横田橋【県】

北杣橋【県】

西矢倉【県】

野洲【国】

水位観測所【国】

水位観測所【県】
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河川管理者（国・県） 市町

水位・情報 双方向のホットライン 発令等

氾濫危険水位
(レベル４水位)

琵琶湖河川
事務所長

土木事務所長

市長
（副市長・部長）

避難指示

避難判断水位
(レベル３水位) 高齢者等避難琵琶湖河川

事務所長
土木事務所

河川砂防課長

防災担当
課長

氾濫注意水位
(レベル２水位) 消防団が出動

水防団待機水位
(レベル１水位) 消防団が待機

ホットラインの具体的な運用

ホットラインの主な内容
現状到達水位、予想到達水位情報

その時点で判明している河川の損壊箇
所や浸水発生等の情報

水位の名称
発表される避難
情報（目安）

野洲川下流 野洲川上流 杣川 日野川 草津川

野洲 横田橋 水口橋 北杣橋 桐原橋 安吉橋 西矢倉

氾濫危険水位
(レベル４水位) 避難指示 4.80 3.90 1.45 4.00 5.10 4.10 4.30

避難判断水位
(レベル３水位) 高齢者等避難 4.30 3.50 1.20 3.50 3.80 3.40 3.40

氾濫注意水位
(レベル２水位) 消防団が出動 3.50 2.50 1.00 3.00 3.00 2.70 3.10

水防団待機水位
(レベル１水位) 消防団が待機 2.50 1.50 0.65 2.00 1.80 1.80 2.30

避難判断水位から氾濫するまでの想定時間*) 2時間 4時間 3時間 3時間 2.8時間 2時間 4.5時間

レベル４

レベル３

レベル２

レベル１

＊）計算値であり、洪水によっては前後することもあります。

＜取組番号4＞
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ホットライン・緊急速報メールの配信のタイミング

住民のみなさま

緊急速報メール配信
 氾濫のおそれ
 氾濫発生

● 緊急速報メールの配信

河川氾濫のおそれがあ
るときなどに緊急速報
メールを配信

● 河川水位と洪水予報など

※ 水防警報は、野洲川では野洲観測所の水位を発令の基準にしています。

緊急安全確保

警戒レベル

〔警戒レベル5〕

〔警戒レベル4〕

〔警戒レベル3〕ホットライン
(水位情報、現象の予測)

ホットライン
(危険度、現象の予測)

ホットライン
(決壊・氾濫の情報)

⑤氾濫発生情報

避難指示④氾濫危険情報

高齢者等避難③氾濫警戒情報

③氾濫注意情報

⑤氾濫発生

（件名）
氾濫のおそれ

（本文）
警戒レベル４相当

野洲川で氾濫のおそれ

野洲（野洲市）付近で河川の水位が上昇、
氾濫が発生する危険があります

自治体からの情報を確認し、安全確保を
図るなど速やかに適切な防災行動をとっ
てください。今後、氾濫が発生すると、避
難が困難になります

（国土交通省）

プッシュ型配信
配信内容【見本】

命の危険
直ちに安全確保

危険な場所から
全員避難

危険な場所から
高齢者等は避難

自らの避難行動
を確認

とるべき行動
（住民）

水防活動開始

資材の点検等、水防

活動の準備を始める

いつでも出動できる
ように待機

水防活動
（水防団）

＜取組番号4・26＞
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レベル４

（件名）
氾濫のおそれ

（本文）
警戒レベル４相当

野洲川で氾濫のおそれ

野洲（野洲市）付近で河川の水位が上昇、氾濫が
発生する危険があります

自治体からの情報を確認し、安全確保を図るなど
速やかに適切な防災行動をとってください。今後、
氾濫が発生すると、避難が困難になります

（国土交通省）

（件名）
氾濫発生

（本文）
警戒レベル5相当

野洲川で氾濫が発生

●●市●●地先（●●側）で堤防が壊れ、河川の
水が住宅地などに押し寄せています

命を守るための適切な防災行動をとってください

（国土交通省）

（件名）
氾濫発生

（本文）
警戒レベル5相当

野洲川で氾濫が発生

●●市●●地先（●●側）付近で河川の水が堤
防を越えて住宅地などに押し寄せています

命を守るための適切な防災行動をとってください

（国土交通省）

洪水情報のプッシュ型配信イメージ

携帯電話事業者（NTTﾄﾞｺﾓ、KDDI・沖縄ｾﾙﾗｰ、

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（ﾜｲﾓﾊﾞｲﾙ含む））

洪水予報作成・発表
（地方整備局等）

河川管理者（国）・気象
庁

関係市町村、報道機関等
メール・FAX

等

一般住民

緊急速報メール洪水情報

追加!! 追加!!

テレビ・ラジオ
インターネット等

従来 従来

○国土交通省では、「水防災意識社会 再構築ビジョン」のもと、洪水時に住民の主体的な避難を促進するため、平成２８年９月から緊急速報メール
を活用した洪水情報のプッシュ型配信を実施。
○瀬田川・野洲川では、平成２９年５月１日から氾濫危険情報（レベル４）及び氾濫発生情報（レベル５）の発表を契機として、住民の主体的な避難を促進
するための情報を配信。

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく取組 ～緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信

レベル５破堤 レベル５越水

＜取組番号26＞
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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成状況

■水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の各法では、被災のおそれの
ある地域において、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設等の所有者又は管理者に避難確保計
画を作成することを義務づけています。
■本協議会における各市の取組状況を整理しました。

協議会全体

＜取組番号12＞

（令和5年3月31日時点）

市町

水防法
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律

対象施設数 作成済み施設数 作成率 対象施設数 作成済み施設数 作成率

近江八幡市 28 27 96.4 1 1 100

草津市 130 130 100 4 4 100

守山市 81 60 74.1 0 0 ‐

栗東市 69 42 60.9 2 2 100

甲賀市 80 55 68.8 42 39 92.9

野洲市 67 57 85.1 4 3 75

湖南市 57 53 93 23 23 100
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取
組

の
経

過

　
　

令
和

２
年

度
～

　
：
　

河
川

整
備

計
画

に
基

づ
く
広

域
河

川
改

修
事

業
に

着
手

　
　

令
和

４
年

度
　

　
 ：

　
継

続
し

て
河

積
拡

大
の

た
め

の
河

道
掘

削
を

実
施

実
施

状
況

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

「
滋

賀
県

河
川

整
備

５
ヶ

年
計

画
（
平

成
３

１
年

３
月

）
」
に

基
づ

く
県

管
理

河
川

の
改

修
お

よ
び

堤
防

強
化

引
き

続
き

実
施

滋
賀

県
（
甲

賀
土

木
事

務
所

）

掘
削

前

掘
削

後
25



N
o
.

5
7

取
組

の
経

過

　
平

成
３

０
年

度
よ

り
国

土
強

靭
化

緊
急

3
か

年
事

業
に

よ
る

河
道

内
の

樹
木

伐
採

に
着

手
　

令
和

４
年

度
　

　
 ：

　
継

続
し

て
河

積
阻

害
箇

所
で

の
樹

木
伐

採
を

実
施

実
施

状
況

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

河
道

内
樹

木
の

伐
採

や
河

道
内

堆
積

土
砂

の
除

去
等

引
き

続
き

実
施

滋
賀

県
（
甲

賀
土

木
事

務
所

）

伐
採

前

伐
採

後
26



N
o
.

5
8

取
組

の
経

過

　
H

3
0
年

度
～

 ：
　

維
持

管
理

計
画

に
基

づ
く
樹

木
伐

採
に

着
手

　
R

0
4
年

度
　

  ：
　

河
川

内
の

樹
木

伐
採

を
実

施

実
施

状
況

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

「
甲

賀
土

木
事

務
所

管
内

維
持

管
理

計
画

」
に

基
づ

く
維

持
管

理
を

実
施

引
き

続
き

実
施

滋
賀

県
（
甲

賀
土

木
事

務
所

）

伐
採

前

伐
採

後

過
年

度
例

27



N
o
.

3
6

取
組

の
経

過

毎
年

出
水

期
前

に
実

施
。

実
施

状
況

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

重
要

水
防

箇
所

に
つ

い
て

5
ヶ

年
点

検
計

画
を

作
成

し
、

河
川

管
理

者
と

関
係

市
に

よ
る

共
同

点
検

（
県

管
理

区
間

）
引

き
続

き
実

施
滋

賀
県

（
南

部
土

木
事

務
所

）

令
和

4年
度
水

防
パ

ト
ロ
ー
ル
実

施
状
況

（
R
4.5

.
1
3）

（
参

加
機
関
：

滋
賀

県
南
部
土

木
事

務
所

、
草
津
市

、
草
津
警
察
署
、

草
津

市
消
防
団

、
湖

南
広
域
消

防
局

）

28



N
o
.

5
5

取
組

の
経

過

甲
賀

・
湖

南
圏

域
河

川
整

備
計

画
に

基
づ

き
、

葉
山

川
、

山
賀

川
（
新

守
山

川
）
、

金
勝

川
、

北
川

等
に

お
い

て
河

川
改

修
を

実
施

実
施

状
況

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

「
滋

賀
県

河
川

整
備

5
ヶ

年
計

画
（
平

成
3
1
年

3
月

）
」
に

基
づ

く
県

管
理

河
川

の
改

修
お

よ
び

堤
防

強
化

引
き

続
き

実
施

滋
賀

県
（
南

部
土

木
事

務
所

）

河
川

改
修

●
葉

山
川

：
栗

東
市

上
鈎

他

●
山

賀
川

(新
守

山
川

)：
守

山
市

三
宅

町
他

旧
河

道
新

河
道

29



N
o
.

5
7

取
組

の
経

過

甲
賀

・
湖

南
圏

域
河

川
整

備
計

画
に

基
づ

き
、

狼
川

等
に

お
い

て
河

道
内

樹
木

の
伐

採
を

実
施

実
施

状
況

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

河
道

内
樹

木
の

伐
採

や
河

道
内

堆
積

土
砂

の
除

去
等

引
き

続
き

実
施

滋
賀

県
（
南

部
土

木
事

務
所

）

河
道

内
樹

木
の

伐
採

（
草

津
川

：
草

津
市

新
浜

町
）
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N
o
.

5
7

取
組

の
経

過

甲
賀

・
湖

南
圏

域
河

川
整

備
計

画
に

基
づ

き
、

家
棟

川
等

に
お

い
て

河
道

内
堆

積
土

砂
の

除
去

を
実

施

実
施

状
況

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

河
道

内
樹

木
の

伐
採

や
河

道
内

堆
積

土
砂

の
除

去
等

引
き

続
き

実
施

滋
賀

県
（
南

部
土

木
事

務
所

）

河
道

内
堆

積
土

砂
の

除
去

（
家

棟
川

：
野

洲
市

比
留

田
）
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N
o
.

5
9

取
組

の
経

過

中
ノ

池
川

に
お

い
て

自
主

避
難

等
の

目
安

と
な

る
簡

易
量

水
標

を
設

置

実
施

状
況

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

早
期

に
氾

濫
が

発
生

す
る

地
域

等
に

お
け

る
洪

水
時

の
避

難
指

示
等

発
令

判
断

に
活

用
す

る
た

め
簡

易
水

位
計

、
量

水
標

を
設

置
し

情
報

共
有

引
き

続
き

実
施

滋
賀

県
（
南

部
土

木
事

務
所

）

（
中

ノ
池

川
：
野

洲
市

冨
波

乙
）
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N
o
.

6
1

取
組

の
経

過

滋
賀

県
危

機
管

理
型

水
位

計
・
令

和
２

年
８

月
に

伊
佐

々
川

、
中

ノ
井

川
、

法
竜

川
、

中
の

池
川

、
新

川
に

て
計

5
基

の
運

用
開

始
・
令

和
３

年
７

月
に

美
濃

郷
川

、
伯

母
川

に
て

計
2
基

の
運

用
開

始
・
令

和
４

年
５

月
に

北
川

、
荒

川
、

信
楽

川
に

て
計

3
基

の
運

用
開

始

実
施

状
況

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

危
機

管
理

型
水

位
計

配
置

計
画

に
基

づ
い

て
順

次
整

備
引

き
続

き
実

施
近

畿
地

整
、

滋
賀

県

 
太

陽
電

池

 
機

器
本

体

 
水

位
セ

ン
サ

伯
母

川
美

濃
郷

川

北
川

荒
川

伊
佐

々
川

中
ノ

井
川

中
ノ

池
川

新
川

法
竜

川

信
楽

川

危
機

管
理

型
水

位
計

配
置

(現
況

)
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N
o
.

3
1

(実
施

概
要

)
　

水
害

の
未

然
防

止
と

軽
減

を
図

り
、

市
民

生
活

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

、
関

係
機

関
が

発
生

し
た

水
害

の
事

態
に

的
確

に
対

応
で

き
る

水
防

技
術

、
知

識
の

習
得

に
向

け
て

、
各

種
の

水
防

工
法

に
よ

る
実

施
訓

練
を

行
う

も
の

で
あ

り
ま

す
。

参
加

団
体

は
草

津
市

消
防

団
員

、
湖

南
広

域
消

防
局

西
消

防
署

員
・南

消
防

署
員

、
N

P
O

法
人

草
津

の
未

来
を

建
設

す
る

市
内

業
者

会
な

ら
び

に
草

津
市

職
員

で
す

。

(令
和

４
年

６
月

１
２

日
　

草
津

市
水

防
訓

練
)

　
草

津
川

防
災

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

防
災

広
場

に
て

総
勢

約
２

３
０

名
が

参
加

し
、

土
の

う
作

り
、

積
土

の
う

工
、

改
良

積
土

の
う

工
お

よ
び

釜
段

工
の

実
施

訓
練

を
行

い
ま

し
た

。
訓

練
に

て
作

成
し

た
土

の
う

に
つ

い
て

は
、

水
害

時
に

使
用

で
き

る
よ

う
防

災
広

場
に

て
保

管
し

て
い

ま
す

。

取
組

の
経

過

令
和

４
年

４
月

　
　

各
団

体
へ

参
加

依
頼

お
よ

び
地

元
へ

開
催

通
知

令
和

４
年

６
月

　
　

水
防

訓
練

実
施

実
施

状
況

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

水
防

技
術

に
関

す
る

勉
強

会
の

実
施

Ｒ
４

実
施

草
津

市

34



N
o
.

3
0

市
内

小
学

校
区

単
位

で
地

区
防

災
計

画
策

定
の

支
援

を
行

う
。

取
組

の
経

過

令
和

3
年

8
月

「
栗

東
市

防
災

士
会

」
設

立
令

和
3
年

1
2
月

「
地

区
防

災
計

画
講

演
会

」
の

開
催

令
和

4
年

7
月

1
2
月

「
地

区
防

災
計

画
策

定
W

S
」
の

開
催

実
施

状
況

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

自
主

防
災

組
織

の
活

用
、

強
化

（組
織

の
育

成
や

立
上

げ
サ

ポ
ー

ト
　

等
）

令
和

3年
度

か
ら

4
年

度
末

栗
東

市
栗

東
市

防
災

士
会

 
令

和
4
年
7
月
2.3

日
「
栗

東
市

地
区

防
災

計
画

策
定
W
S」

の
様

子

 
避

難
所

受
付

訓
練

を

兼
ね

た
受

付
対

応

35



N
o
.

2
9

・令
和

4年
5月

　
　

防
火

保
安

協
会

理
事

会
で

「消
防

団
協

力
事

業
所

表
示

制
度

」の
概

要
説

明
・
令

和
4
年

1
2
月

　
「
甲

賀
市

消
防

団
協

力
事

業
所

等
表

示
制

度
実

施
要

綱
」
を

整
備

・令
和

5年
3月

　
　

企
業

訪
問

　
１

３
社

に
訪

問
し

、
協

力
を

要
請

・令
和

5年
4月

　
　

「甲
賀

市
消

防
団

協
力

事
業

所
等

表
示

制
度

」施
行

取
組

の
経

過

「
消

防
団

協
力

事
業

所
表

示
制

度
」
の

運
用

開
始

（
令

和
５

年
４

月
１

日
～

）
・消

防
団

協
力

事
業

所
表

示
制

度
は

、
消

防
団

の
活

動
に

積
極

的
に

協
力

し
て

い
る

事
業

所
等

を
消

防
団

協
力

事
業

所
と

し
て

認
定

す
る

こ
と

に
よ

り
、

地
域

の
消

防
防

災
力

の
充

実
強

化
等

の
一

層
の

推
進

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
（企

業
に

と
っ

て
は

社
会

貢
献

に
つ

な
が

る
取

組
と

な
る

。
）

・認
定

し
た

消
防

団
協

力
事

業
所

へ
は

「消
防

団
協

力
事

業
所

表
示

証
」を

交
付

す
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
【下

図
参

照
】

実
施

状
況

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

水
防

団
員

や
消

防
団

員
の

募
集

の
強

化
令

和
5年

度
か

ら
実

施
甲

賀
市

36



N
o
.

3
1

取
組

の
経

過

　
水

路
の

体
積

土
や

ゴ
ミ

等
の

撤
去

作
業

等
で

、
大

雨
に

よ
る

被
害

を
軽

減
す

る
た

め
の

水
防

活
動

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
気

候
変

動
に

よ
り

水
防

活
動

の
頻

度
が

増
加

し
て

い
る

状
況

か
ら

有
事

即
応

体
制

を
高

め
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

ま
す

。
　

野
洲

市
で

は
、

公
益

財
団

法
人

B
＆

G
財

団
の

助
成

を
受

け
、

油
圧

シ
ョ

ベ
ル

を
配

備
し

、
そ

の
操

作
員

を
養

成
す

る
た

め
に

研
修

を
実

施
し

ま
し

た
。

　
本

研
修

は
、

緊
急

時
に

当
該

重
機

を
操

作
し

て
対

応
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

市
職

員
、

消
防

団
員

等
を

対
象

に
開

催
し

、
車

両
を

操
作

す
る

の
に

必
要

な
法

定
研

修
の

「
小

型
車

両
系

建
設

機
械

特
別

教
育

」
の

受
講

と
、

実
践

的
な

操
作

訓
練

の
内

容
と

し
ま

し
た

。

実
施

状
況

　

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

水
防

技
術

に
関

す
る

勉
強

会
を

実
施

小
型

車
両

系
建

設
機

械
操

作
員

養
成

講
座

令
和

4
年

度
か

ら
令

和
６

年
度

野
洲

市

受
講

対
象

市
職

員
（
災

害
対

応
に

従
事

す
る

職
員

を
優

先
）・

消
防

団
員

・
東

消
防

署
員

受
講

人
数

20
人

受
講

日
・
内

容
【
１

回
目

】
小

型
車

両
系

建
設

機
械

特
別

教
育

（
法

定
講

習
）

令
和

４
年

５
月
24

日
（
火

）
・26

日
（
木

）
８

時
30

分
か

ら
17

時
15

分

講
師

：
株

式
会

社
八

日
市

自
動

車
教

習
所

【
２

回
目

】
小

型
車

両
系

建
設

機
械

操
作

員
養

成
講

座
（実

践
研

修
）

令
和

４
年

９
月

５
日

（月
）

８
時
30

分
か

ら
17

時
15

分

講
師

：
市

作
業

員
、

市
内

建
設

業
従

事
者

１回目法定研修

２回目実践研修
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N
o
.

1
9

取
組

の
経

過

実
施

状
況

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

避
難

行
動

に
資

す
る

「ま
る

ご
と

ま
ち

ご
と

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
」の

整
備

、
計

画
作

成
等

令
和

元
年

度
か

ら
順

次
実

施
湖

南
市

・
令

和
元

年
度

　
N

=
1
0
0
枚

（
三

雲
、

妙
感

寺
、

吉
永

、
夏

見
、

針
地

区
）

・
令

和
２

年
度

　
N

=
1
6
0
枚

（
中

央
、

針
、

平
松

、
柑

子
袋

、
石

部
地

区
）

・
令

和
３

年
度

　
N

=
1
0
0
枚

（
菩

提
寺

、
岩

根
地

区
）

・
令

和
４

年
度

　
N

=
1
0
0
枚

（
菩

提
寺

、
岩

根
地

区
）
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N
o
.

1
3

避
難

誘
導

マ
ニ

ュ
ア

ル
指

針
・

避
難

所
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

指
針

の
改

訂
の

経
過

(
抜

粋
）

平
成

3
1
（

令
和

元
）

年
度

～
令

和
 
2
年

度
　

避
難

誘
導

マ
ニ

ュ
ア

ル
指

針
・

避
難

所
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

指
針

を
改

訂
。

令
和

 
3
年

 
4
月

　
避

難
誘

導
マ

ニ
ュ

ア
ル

指
針

・
避

難
所

運
営

マ
ニ

ュ
ア

ル
指

針
・

概
要

版
を

市
H
Pへ

掲
載

。
令

和
 
3
年

 
5
月

　
マ

ニ
ュ

ア
ル

指
針

概
要

版
を

各
自

治
会

長
へ

送
付

。
令

和
 
3
年

 
7
月

　
各

マ
ニ

ュ
ア

ル
指

針
を

各
学

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
へ

配
布

。
令

和
3
年

度
・

令
和

4
年

度
　

出
前

講
座

等
で

活
用

。

実
施

状
況

　
当

市
で

は
、

各
自

治
会

や
ま

ち
づ

く
り

協
議

会
に

お
い

て
地

域
の

実
情

に
応

じ
た
独

自
の

避
難

誘
導

や
避

難
所

運
営

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

作
成

・
更

新
い

た
だ

く
た

め
、

必
要

な
日

ご
ろ

の
備
え

や
知

識
内

容
を

ま
と

め
た

避
難

誘
導

マ
ニ

ュ
ア

ル
指

針
・

避
難

所
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

指
針

を
作

成
し
て

い
ま

す
。

　
平

成
2
8
年

に
作

成
し

た
指

針
は

、
昨

今
の

避
難

や
避

難
所

の
あ

り
方

の
考

え
方

の
変

化
か

ら
、

令
和

3
年

度
に

改
訂

を
行

い
ま

し
た

。
　

こ
れ

ら
指

針
か

ら
、

重
要

事
項

を
抜

き
出

し
、

各
自

治
会

で
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成
・

更
新

さ
れ

る
際

の
き

っ
か

け
づ

く
り

と
な

る
概

要
版

を
作

成
し

、
令

和
3
年

5
月

に
自

治
会

長
へ

概
要
版

を
送

付
、

7
月

に
本

体
で

あ
る

各
指

針
を

各
学

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
へ

送
付

し
ま

し
た

。
　

ま
た

、
改

訂
し

た
避

難
誘

導
マ

ニ
ュ

ア
ル

指
針

・
避

難
所

運
営

マ
ニ

ュ
ア

ル
指

針
お

よ
び

概
要

版
は

令
和

3
年

4
月

か
ら

に
市

H
P
へ

掲
載

を
行

い
、

出
前

講
座

等
で

活
用

し
て

い
ま

す
。

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

避
難

誘
導

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

作
成

令
和

元
年

度
か

ら
実

施
近
江
八
幡
市

取
組

の
経

過

概
要
版

避
難

誘
導

マ
ニ

ュ
ア

ル
指

針

避
難
所
運
営

マ
ニ
ュ
ア

ル
指

針
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N
o
.

1
4

取
組

の
経

過

実
施

状
況

　
東

日
本

大
震

災
や

熊
本

地
震

な
ど

、
こ

れ
ま

で
の

災
害

の
教

訓
に

よ
り

、
災

害
時
に

子
ど

も
た

ち
が

自
分

で
考

え
、

行
動

で
き

る
よ

う
に

防
災

意
識

を
形

成
す

る
こ

と
は

重
要

で
あ

り
、
子

ど
も

た
ち

が
災

害
に

対
す

る
備

え
や

知
識

を
習

得
す

る
こ

と
は

、
子

ど
も

た
ち

自
身

で
自

分
の

身
を
守

る
こ

と
に

つ
な

が
る

こ
と

か
ら

、
「

子
ど

も
防

災
塾

」
で

は
、

子
ど

も
た

ち
に

と
っ

て
貴

重
な

体
験
と

な
る

よ
う

、
大

人
に

頼
れ

な
い

状
況

に
あ

っ
て

も
、

子
ど

も
た

ち
が

「
自

分
の

命
は

自
分

で
守

る
」
と

い
う

気
持

ち
を

持
つ

き
っ

か
け

と
し

て
く

れ
る

こ
と

、
ま

た
将

来
、

防
災

リ
ー

ダ
ー

と
し

て
地

域
で
活

躍
し

て
く

れ
る

こ
と

を
目

的
に

実
施

し
て

い
ま

す
。

・
2
0
2
2
年

8
月

 
3
日

（
水

）
キ

ッ
ズ

防
災

塾
　

参
加

者
3
0
名

　
　

　
　

地
震

の
揺

れ
や

一
時

避
難

場
所

、
家

具
の

転
倒

　
　

　
　

防
止

対
策

等
に

つ
い

て
学

習

・
2
0
2
2
年

1
月

2
6
日

（
木

）
キ

ッ
ズ

防
災

塾
　

参
加

者
4
0
名

　
　

　
　

防
災

カ
ー

ド
ゲ

ー
ム

に
よ

り
災

害
時

の
行

動
等

　
　

　
　

を
学

習
。

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

防
災

に
関

す
る

補
助

教
材

を
活

用
し

た
小

中
学

校
と

連
携

し
た

防
災

に
関

す
る

出
前

講
座

の
取

組
み

平
成

2
6
年

度
か

ら
順

次
実

施
近
江
八
幡
市

子
ど
も
防
災
塾
事
業
委
託
と
し
て
、
市
内
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
へ
委
託
。

・
平

成
2
6
年

度
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
馬

淵
学

区
・

平
成

2
7
年

度
　

 
 
 
 
　

 
 
島

 
 
学

区
・

平
成

2
8
年

度
　

 
　

　
　

 
老

蘇
学

区
・

平
成

2
9
年

度
　

　
 
　

　
 
桐

原
学

区
・

平
成

3
0
年

度
　

 
　

　
　

 
金

田
学

区
・

平
成

3
1
(
令

和
元

)
年

度
　

岡
山

学
区

・
令

和
 
2
年

度
　

 
 
 
 
　

　
武

佐
学

区

・
令
和
 
3
年
度
　
 
沖
島
学
区

・
令
和
 
4
年
度
　
 
八
幡
学
区

・
令
和
 
5
年
度
　
 
北
里
学
区
（
予
定
）

１
月

２
６

日
（

木
）
の

寺
子

屋
は

、

「
キ

ッ
ズ

防
災

塾
」
を

し
ま

す
！

★
防

災
カ

ー
ド

ゲ
ー
ム

を

や
っ

て
み

よ
う

！

八
幡

学
区

ま
ち

づ
く

り
協

議
会

子
ど

も
育

成
部

会

近
江

八
幡

市
子

ど
も

防
災

塾
事

業

①
こ

の
標

識
の

立
っ

て
い

る
と

こ
ろ

の

地
域

に
住

ん
で

い
る

人
た

ち
が

集
ま

る
。

②
み

ん
な

そ
ろ

っ
て

い
る

か
、

け
が

は

な
か

っ
た

か
な

ど
を

話
し

合
う

。

③
こ

こ
に

来
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
近

所

の
人

は
家

で
安

全
に

し
て

い
る

か
も

話
し

合
う

。

④
安

全
を

確
認

し
た

後
、

次
の

避
難

所
へ

行

く
人

と
家

に
残

る
人

を
分

け
る

。
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N
o
.

1
6

1
7

避
難

誘
導

マ
ニ

ュ
ア

ル
指

針
・

避
難

所
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

指
針

の
改

訂
の

経
過

(
抜

粋
）

平
成

3
1
（

令
和

元
）

年
度

～
令

和
 
2
年

度
　

避
難

誘
導

マ
ニ

ュ
ア

ル
指

針
・

避
難

所
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

指
針

を
改

訂
。

　
避

難
誘

導
マ

ニ
ュ

ア
ル

指
針

を
基

に
し

た
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
「

災
害

時
　

こ
ん

な
と
き

、
ど

う
す

　
る

？
」

・
カ

ー
ド

「
家

族
の

や
く

そ
く

ご
と

」
を

作
成

。
令

和
 
3
年

 
4
月

　
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
・

カ
ー

ド
の

全
戸

配
布

、
市

H
P
へ

掲
載

。
令

和
3
年

度
・

令
和

4
年

度
　

出
前

講
座

等
で

活
用

。

実
施

状
況

　
当

市
で

は
、

各
自

治
会

や
ま

ち
づ

く
り

協
議

会
に

お
い

て
地

域
の

実
情

に
応

じ
た
独

自
の

避
難

誘
導

や
避

難
所

運
営

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

作
成

・
更

新
い

た
だ

く
た

め
、

必
要

な
日

ご
ろ

の
備
え

や
知

識
内

容
を

ま
と

め
た

避
難

誘
導

マ
ニ

ュ
ア

ル
指

針
・

避
難

所
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

指
針

を
作

成
し
て

い
ま

す
。

　
平

成
2
8
年

に
作

成
し

た
指

針
は

、
昨

今
の

避
難

や
避

難
所

の
あ

り
方

の
考

え
方

の
変

化
か

ら
、

令
和

3
年

度
に

改
訂

を
行

い
ま

し
た

。
　

こ
れ

ら
指

針
の

う
ち

、
避

難
誘

導
マ

ニ
ュ

ア
ル

指
針

か
ら

日
常

や
災

害
時

の
心

構
え

な
ど

を
抜

粋
し

た
、

避
難

所
や

避
難

経
路

、
家

族
の

連
絡

先
な

ど
を

各
自

で
記

載
も

で
き

る
リ

ー
フ
レ

ッ
ト

「
災

害
時

こ
ん

な
と

き
、

ど
う

す
る

？
」

や
、

避
難

所
や

家
族

の
連

絡
先

な
ど

を
記

載
・

共
有
で

き
る

カ
ー

ド
「

家
族

の
や

く
そ

く
ご

と
」

を
令

和
2
年

度
に

作
成

し
、

令
和

3
年

4
月

に
全

戸
配

布
す
る

と
と

も
に

市
H
P

に
掲

載
し

ま
し

た
。

 
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
・

カ
ー

ド
は

出
前

講
座

等
で

も
活

用
し

て
い

ま
す

。

取
組

項
目

目
標

時
期

取
組

機
関

小
学

生
等

を
中

心
と

し
た

避
難

経
路

の
安

全
点

検
令

和
元

年
度

か
ら

実
施

近
江
八
幡
市

取
組

の
経

過

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

カ
ー
ド
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